
















9 昭和村議会だより

条
例
改
正
等

補
正
予
算

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め

る
こ
と
に
つ
い
て
（
村
長

等
の
期
末
手
当
の
特
例
に

関
す
る
条
例
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
よ
り
厳
し
い
社
会
経
済

状
況
が
続
く
こ
と
を
踏
ま

え
、
村
民
、
事
業
者
の
皆

さ
ん
と
思
い
を
共
有
し
、

感
染
症
の
対
応
に
あ
た
っ

て
い
く
と
と
も
に
各
種
施

策
に
も
力
を
入
れ
て
い
く

た
め
に
、
令
和
２
年
６
月

に
お
け
る
期
末
手
当
に
つ

い
て
村
長
20
％
、
副
村
長

及
び
教
育
長
10
％
を
減
額

す
る
専
決
処
分

令
和
２
年
度
昭
和
村
一
般

会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
に
２
５
９
６
万
４

千
円
を
追
加
す
る
も
の

主
な
歳
出
は
、新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

を
防
ぐ
た
め
、
休
業
要
請

や
短
時
間
営
業
の
協
力
に

応
じ
た
事
業
者
へ
の
協
力

金
や
支
援
金

令
和
２
年
度
昭
和
村
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）

令
和
２
年
度
昭
和
村
合
併

浄
化
槽
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）

令
和
２
年
度
昭
和
村
介
護

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

	

（
第
１
号
）

６
月
議
会
定
例
会

で
は
、
専
決
処
分

の
承
認
を
は
じ
め

と
す
る
条
例
案
等

が
可
決
さ
れ
ま
し

た
。
議
案
の
主
な

内
容
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

行
政
手
続
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
法
律
の
改
正
に

よ
り
所
要
の
改
正
を
行
う
。

村
長
等
の
給
与
及
び
旅
費

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

下
中
津
川
地
内
の
村
道

新
設
改
良
工
事
に
お
い
て

３
度
に
わ
た
る
工
期
延
長

な
ど
、
発
注
者
と
し
て
請

負
業
者
へ
の
適
切
な
指
導

や
、
監
督
が
不
十
分
で
あ

っ
た
た
め
、
村
長
の
令
和

２
年
７
月
の
給
与
月
額
の

10
％
を
減
額
。

昭
和
村
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
緊
急
経
済
対
策
に

伴
い
地
方
税
に
お
い
て
も

徴
収
の
猶
予
制
度
の
特
例

を
は
じ
め
と
す
る
税
制
上

の
措
置
を
講
ず
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
う
。

昭
和
村
国
民
健
康
保
険
条

例
の一部
を
改
正
す
る
条
例

給
与
等
の
支
払
い
を
受

け
て
い
る
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
が
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感

染
し
、
労
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
傷

病
手
当
金
を
支
給
す
る
た

め
、所
要
の
改
正
を
行
う
。

昭
和
村
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例国

民
健
康
保
険
税
の
課

税
限
度
額
の
引
上
げ
及
び

軽
減
措
置
の
所
得
判
定
基

準
の
引
上
げ
に
つ
い
て
、

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令

の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正

を
行
う
。

昭
和
村
介
護
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

介
護
保
険
法
施
行
令
及

び
介
護
保
険
の
国
庫
負
担

金
の
算
定
等
に
関
す
る
政

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
に
お
い
て
、
令
和
２
年

度
か
ら
の
消
費
税
率
10
％

引
き
上
げ
の
満
年
度
化
に

伴
い
、
保
険
料
軽
減
を
完

全
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
、

所
要
の
改
正
を
行
う
。

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に

つ
い
て

喰
丸
小
外
構
整
備
工
事

を
金
子
建
設
株
式
会
社
を

相
手
方
と
し
て
、
契
約
金

額
６
千
６
百
万
円
と
す
る

工
事
請
負
契
約
締
結

昭
和
村
農
業
委
員
会
委
員

の
任
命
に
つ
い
て

現
在
の
委
員
の
任
期
が

７
月
19
日
に
任
期
満
了
を

迎
え
る
こ
と
か
ら
、
農
業

委
員
会
等
に
関
す
る
法
律

第
９
条
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
団
体
等
か
ら
推
薦

の
あ
っ
た
佐
々
木
元
夫
氏
、

酒
井
晶
雄
氏
、
栗
城
金
一

氏
、
本
名
亀
雄
氏
、
栗
城

義
徳
氏
、
菅
家
勝
氏
、
渡

邊
正
志
氏
、
工
信
幸
氏
、

五
十
嵐
吉
彦
氏
、
渡
部
一

孝
氏
、
本
名
智
氏
を
任
命








